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児童扶養手当制度
　母子・父子家庭などの生活の安定と自立を助け、児童の
福祉の増進を図ることを目的としています。
受給資格●手当を受けることができる人は、次の条件に
あてはまる18歳に達した年の年度末までの児童を監護し
ているひとり親又は養育者で、所得が一定の額未満の人
です。
■父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
■父又は母が死亡した児童
■父又は母に一定の障害がある児童
■父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
■母が婚姻(事実婚を含む)によらないで生まれた児童　
等
※児童が政令で定める障害を有する場合は、20歳未満まで
手当が受けられます。いずれの場合も国籍は問いません。

児童扶養手当＆特別児童扶養手当のご案内児童扶養手当＆特別児童扶養手当のご案内児童扶養手当＆特別児童扶養手当のご案内児童扶養手当＆特別児童扶養手当のご案内

　親子で一緒に遊びながら、集団生活に慣れていく、『親子の
遊び教室』です。保健師や保育士とゆっくり相談ができます。
日時●8月6日(火)、9月10日(火)9:30～11:30
場所●児童館
内容●リズム遊び、ふれあい遊び、トイレタイム、おやつタイム、
設定遊び(サーキット)、個別相談(保健師・保育士)
対象●1歳6か月以上で3歳までのお子さんと保護者　
※初めて参加される人はご連絡ください。
※動きやすい服装でご参加ください。

はぐくみ相談(予約制)はぐくみ相談(予約制)
◎からだの使い方や発達について理学療法士が相談に応じま
す。
日時●8月9日(金)9:40～15:10
場所●児童館　　内容●個別相談
対象●からだの発達について相談したい就学前のお子さんと
保護者

◎ことばがなかなか出ない、発音が気になるなどことばの発達
について言語聴覚士が相談に応じます。
日時●8月21日(水)9:40～15:10
場所●児童館　　内容●個別相談
対象●ことばの発達について相談したい就学前のお子さんと
保護者

子育てこころの相談（予約制）子育てこころの相談（予約制）
　子育てがつらく感じたり、ついイライラして怒ったりなど、悩
んでしまうことはないでしょうか？子育てしている人(父母・祖父
母等)を対象とした子育て相談です。お子さん連れでも参加で
きます。
日時●8月5日(月)10:00～12:00　　
場所●児童館　
内容●個別相談(訪問での相談も可能です。)
講師●臨床心理士　　対象●子育てしている人
申込●8月2日(金)までにお申し込みください。

対象●①平成２８・２９年度生まれのお子さんと保護者②３０年度生まれのお子さんと保護者
同じ歳のお子さんをお持ちの皆さん。お友達になって一緒に活動しましょう。会員を募
集しています。

子育てサークル ①８/２１㊌、②８/２８㊌
１０：００～１１：３０

８/２９㊍  １０：００～１１：３０親子のびのび体操
健康運動指導士：上野雅也

対象●１歳半以上のお子さんと保護者
親子で楽しく体を動かせる遊びを紹介します。

事業名　　　　　     　　日時　　　　　　　　　　　　　　　　　対象／内容
●予約なし

乳幼児の大好きな絵本を貸し出します。

月～金曜日 9：00～16：00 トイレトレーニング、しつけ、食事など子育てについて一人で悩んでいませんか？午後、電
話相談を受け付けています。☎７５-０５５０　面接相談もできます。気軽にお話しに来ませ
んか？

子育て相談（電話）

8/２1㊌  9：00～16：00子育て相談（面接）

事業のある日 ９：0０～１６：００絵本の貸し出し

8/1㊍
①10：0０～１１：0０
②11：1０～１１：3０

①発育測定
②誕生会

対象●0歳からのお子さんと保護者
①身長体重を測定します。毎月利用できる計測カードを用意してあります。
②誕生会を行います。誕生月のお子さんには手作り誕生カードをプレゼントします。みん
なでお祝いしましょう。

にこにこタイム
（手遊び・絵本読み聞かせ）

事業のある日　毎日
１１：30～１１：45、１6：00～１6：15

対象●０歳～３歳の乳幼児と保護者
保育士の手遊びや絵本読み聞かせがあります。

ランチタイム ８月開所日
１１：３０～（水曜日以外）

対象●０歳～３歳の乳幼児と保護者
ランチを持参して楽しく食べましょう。

対象●０歳～３歳の乳幼児と保護者
親子一緒にふれあって遊びましょう。　
＊夏休み中の午後開放は小学生までご利用いただけます。

土曜一日開放 8/１０、１７、２４、３１　
９：００～１６：００

対象●0歳～小学生までのお子さんと保護者
庭やお部屋で小学生まで遊べます。保護者の人は、危なくないようにお互いに注意を
払って遊びましょう。小学生のお子さんだけの利用は、事前に必ず子育て支援センター
に連絡をお願いします。

ふれあい遊び 8/22㊍　１０：００～１１：３０ 対象●１歳以上のお子さんと保護者
親子の肌と肌とのふれあいを通した遊びを楽しみましょう。

七夕フェスティバル
飾りつけ参加 ８/3㊏　１５：００～１５：３０ 対象●０歳～３歳までのお子さんと保護者等

街中の七夕フェスティバル飾り付けに参加します。現地集合解散です。ご協力お願いします。

対象●０歳～３歳のお子さんと保護者
町立図書館司書による絵本紙芝居の読み聞かせです。

８/６㊋　１４：３０～１５：１０
１４：１５までにお集まりください。おはなし会

すくすく
（赤ちゃんの部屋）

毎週金曜日　
A8/２　B8/９　C8/２３　
D8/３０
１０：００～１１：３０

対象●1歳未満のお子さんと保護者
A計測（保健師） B離乳食（管理栄養士） C赤ちゃんとのかかわり方（ひまわり保育園前
園長） Dふれあい遊び（保育士）　
＊すくすく以外の日もお部屋は利用できますので、遊びに来てください。

毎日（イベントや年齢別講座日
以外）９：００～１６：００

開放赤ちゃんのお
部屋・プレイホール
（遊戯室）・園庭

●予約制です
予約受付：７月３日（月）午前１０時から開催前々日事業名　　　　　    　　日時　　　　　　　　　　　　　　　　　　  対象／内容

８/７㊌  ９：５０～１１：３０ 対象●1歳代のお子さんと保護者

８/７㊌  ９：５０～１１：３０ 対象●２歳以上のお子さんと保護者

年齢別講座
よちよち

同年齢の親子がつどい、交流する居場所です。年
齢に応じた遊びをしたり、育児相談をお受けしま
す。＊今月は一緒に水遊びをします。【持ち物】水
遊び用パンツ又はオムツ、着替え、タオル、ビ
ニール袋、水筒　※体温を測ってきてください。

８/８㊍　１０：００～１１：３０
対象●１歳以上のお子さんと保護者
【持ち物】着替え、タオル、ビニール袋、水筒、帽子、水遊び用パンツ又は水遊び用オムツ
※体温を測ってきてください。

お庭で遊ぼう
（水遊び）

※申込期限に注意してください。８月１日（木）午前１０時から開催前々日までに電話か来所でお申し込みください。

年齢別講座
てくてくじゃんぷ

理学療法士岡田朋子先生の講演会。楽しいふれあい遊びや体を動かす大切さをお話ししていただきました。▼

▲ビリビリした新聞紙をみんなで飛ばして遊んだよ！

『ほっとママステーション』情報『ほっとママステーション』情報『ほっとママステーション』情報『ほっとママステーション』情報 申込＆問合せ●小鹿野庁舎・住民生活課　
子育て包括支援室（ほっとママステーション）☎75-4101

所得制限●資格のある人は、所得に関わらず申請できま
す。ただし、申請者や扶養義務者の所得により手当の支給
に制限があります。

特別児童扶養手当制度
　精神又は身体に一定の障害のある満20歳未満の児童
の福祉の増進を図ることを目的としています。
受給資格●精神や身体に一定の障害のある児童を監護
する父もしくは母、又は父母に代わって児童を養育してい
る人で、所得が一定の額未満の人です。

◀ベビーマッサージ
。

歌に合わせてママ

の手でマッサージ！

気持ち良さそう～

楽し
いこ
とい
っぱいあるよ！

＊夏休み中は、０歳～３歳のお子さんと一緒に兄姉の参加も可能ですが、主に小さいお子さんですので、
保護者の責任の下、危険のないよう十分ご注意ください。

小鹿野幼稚園年少児との
交流会「楽しかったね。また
遊ぼうね。」握手をしてお別
れしました。▼

支払回数の変更●児童扶養手当法の一部改正に伴い、令
和元年11月分より支払回数を『4カ月分ずつ年3回』から
『2カ月分ずつ年6回』に変更されます。令和元年8月以降
の支払いは、11・1・3・5・7・9月の年6回、それぞれの支払
月の前月までの2カ月分が支払われます。

児童扶養手当額(令和元年度より)

こどもの人数 月額(全部支給) 月額(一部支給)
※所得に応じて決定

１人目の場合
２人目の加算額
３人目以降の
加算額(1人につき)

42,910円
10,140円

6,080円

42,900円～10,120円
10,130円～5,070円  

6,070円～3,040円  

区分 手当月額
1級該当児童1人につき
2級該当児童1人につき

52,200円
34,770円

特別児童扶養手当額(令和元年度より)

問合せ●小鹿野庁舎・住民生活課
　　　　子育て包括支援室☎75-4101

各手当の受給者は、現況届の提出を忘れずに！
　現在、児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給し
ている人は、役場からの案内通知を確認のうえ、忘
れずに提出してください。現況届が未提出の間は、
手当が支給されませんのでご注意ください。
　また、いずれの手当も、何らかの事情により、過
払いが発生した場合には返還をしていただきます。
　なお、転居や同棲等で世帯状況に変更のある人
は、お申し出ください。

▪▪▪ ▪▪▪
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子育て支援センター

 情 報

応援します！
あなたの子育て

☎７５-０５５０

親子で遊びに来てね。待っています。


